
 

入札説明書 

 

令和５年１２月１５日 

 

１．競争入札事項 

（１）契約件名 

   令和６～９年度エオの森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約） 

（２）契約内容等 

別紙仕様書による。 

（３）契約期間 

令和 6 年 4 月 1 日～令和１０年３月３１日（４年間） 

（４）入札の方法 

入札金額は、総額（入札書別紙内訳書の項目ごとの単価を年間予定数量に乗じて算出

した合計額）で行う。 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数がある時はその端数金額を切り捨

てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は見積もった金額の１１０

分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 

 

２．競争参加資格 

（１）本公告の日から開札日までの間に、本協会から競争入札参加停止措置を受けている日

が含まれていないこと。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てまたは、 民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。

ただし、申立てをしている場合であっても更生手続開始後または再生計画認可の決定

が確定した場合は、この限りではない。 

（３）本業務に係わって業務上知り得た事項について、一切他に漏洩しないことを誠実に遵

守できる事業者であること。 

（４）本協会に提出した書類のうち、重要な事項について虚偽の記載が無いこと、および重

要な記載が欠けていないこと。 

（５）反社会的な勢力（団体）またはこれと関係のある企業、若しくは過去において不正等

の社会的な信用を損なう行為をした企業ではないこと。 

（６）兵庫県の令和５・６・７年度の物品関係入札参加資格又は兵庫県内の市町における令

和 5 年度の入札参加資格を有する者であること。 

（７）その他、下記事項に該当する者であること。 

  ①法人等を設置して 5 年以上経過しており、「寝具等リース及びリネンサプライ業務」



について各々良好な運営実績が 3 年以上あること。 

  ②法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

  ③不正及び不誠実な行為がないこと。 

 

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先 

   〒６７３－０４３５  

           兵庫県三木市別所町高木三木ホースランドパーク 

   公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会 

   エオの森研修センター 

   ＴＥＬ０７９４－８６－１７７１ 

   ＦＡＸ０７９４－８６－１７７３ 

（２）入札説明書の交付方法 

   本公告の日から上記（１）で交付する。 

   なお、当協会のホームページにおいても、ダウンロードできるものとする。 

   (https://www.miki-hlp.or.jp) 

（３）入札説明会の日時及び場所 

   実施しない。 

（４）入札書等の受領期限 

令和６年１月１１日（木） １２：００（必着） 

（５）入札書の提出方法 

   競争加入者等は以下のとおり入札書（様式１）を提出しなければならない。 

  ①競争加入者等は別紙の仕様書及び契約書（案）を熟覧の上、入札しなければならない。

この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は上記３（１）に掲げる者に説明

を求めることができる。ただし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由と

して異議を申し立てることはできない。 

  ②持参又は郵送（書留郵便に限る）により提出すること。 

   入札書を持参する場合は、入札書及び契約項目単価内訳書を封筒にいれ封印し、かつ、

その封皮に氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「令和６年１月１８日開札 

令和６～９年度エオの森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約）の入札書

在中」と朱書きし、郵送により提出する場合には、二重封筒とし、入札書及び契約項

目単価内訳書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名

等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和６年１月１８日開札 令和６～９年度エオの

森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約）の入札書在中」と朱書きしなけ

ればならない。なお、代理人が入札する場合は、委任状（様式２）も併せて提出しな

ければならない。 

  ③ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

 

https://www.miki-hlp.or.jp/


４．開札の日時及び場所 

    令和６年１月１８日（木）  １３：３０から 

 

    三木ホースランドパーク エオの森研修センター 研修室大 

（１）開札の方法   

  ①入札参加者または代理人の立ち会いの下開札を行う。 

  ②入札参加者またはその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立

ち会わせて開札を行う。 

（２）入札の無効 

  ①入札参加資格に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は、無効とする。 

  ②入札者またはその代理人が同一事項について 2 通以上した入札またはこれらの者がさ

らに他のものを代理としてした入札は、無効とする。 

  ③入札書に金額、氏名または押印のない入札及びこれらが鮮明でない入札並びに金額を

訂正した入札は、無効とする。 

  ④談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札は、無効とする。 

 

５．その他 

（１）契約手続きに使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金  免除 

（３）契約書作成の要否  要 

（４）競争入札者等に要求される事項 

①この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した業務を履行で

きることを証明する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。 

  ②入札者は、開札日の前日までにおいて、当該書類に関して説明を求められた場合には、

それに応じなければならない。 

（５）競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明できる書類 

  ①競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙１により

作成する。 

  ②資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 

  ③提出された書類を競争参加資格の確認及び履行できるかどうかの判断以外に競争加入

者等に無断で使用することはない。 

  ④一旦受領した書類は返却しない。 

  ⑤一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）落札候補者の決定方法 

  最低の価格をもって申し込みをした者を落札候補者とする。この場合において最低の落

札をした者が 2 人以上のときは、くじにより落札候補者を決定する。 



別紙１ 

競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類 

 

Ⅰ 事前の提出書類 

１．履行できることを証明する書類 

  （各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印） 

 （１）契約実績に関する書類 

（官公庁等に対する類似の契約実績〈契約書・仕様書〉の写し）       １部 

   ※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲での提示を求める。 

   また契約実績表（件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項）で提示を可能と 

する。 

 （２）会社の概要を示す資料（会社概要等）                  １部 

 （３）入札参加資格を証明できる書類（写し）                  1 部                          

 ２．入札書（様式１）及び契約項目単価内訳書                    １部 

   ※定型封筒に入れ密封の上、封をした箇所に入札者の印で割印すること。 

   ※契約期間中にかかる全経費の１１０分の１００に相当する金額を記入すること。    

 

〈提出方法〉 

 １．提出期限  令和６年１月１１日（木）１２時００分（必着） 

 ２．提出先    兵庫県三木市別所町高木三木ホースランドパーク 

         公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会 

         エオの森研修センター 

 

Ⅱ 入札時の提出書類 

１．委任状(様式２) 入札参加者が代理人の場合に必要。                 1 部 

  ２．代理人の名刺                                  １部 

   ※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人の印鑑を持参すること。 

 

 



 

仕 様 書 

 

１．契約件名 

令和６～9 年度エオの森 寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約） 

 

２．業務の目的 

  業務にあたっては、当施設の運営方針を十分に理解し、良心的な品質で衛生的かつ清潔な寝具

を提供し、安全で快適な宿泊環境の維持に努めるものとする。 

 

３．契約期間 

令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで（４年間） 

 

４．寝具類の形状・品質等仕様  

（１）座布団以外は防炎製品（防炎認定ラベル付）であること。 

（２）寝具類の仕様は別表１と同等以上とする。 

 

５．布団入替え・引取り保管・布団乾燥 

（１）５月下旬頃に冬季用掛布団から夏季用掛布団に入れ替え、１０月初旬頃に夏季用掛布団から冬季

用掛布団へ入替えを実施する。日時は打ち合わせの上決定する。 

（２）夏季は冬季用掛布団、冬季は夏季用掛布団を受注者にて引取り保管する。 

（３）１０月の布団入替え時に枕を除く寝具類に殺菌乾燥を受注者にて実施することとする。 

（４）契約期間中において、寝具類は当施設専用とし、他者へ貸借してはならない。 

 

６．リネン類の形状・品質等仕様 

別表２と同等以上とする。 

 

７．リネンサプライ業務内容 

（１）シーツ及び枕カバーは常に宿泊者使用分を確保すること。 

（２）納品の際は種類別に数量を明らかにし、紙テープ等で束ねて指定の場所に納品すること。 

（３）シーツ及び枕カバーを洗濯する際は有害なおそれがある洗剤・その他の薬品は使用しないこと。 

（４）糊付けアイロン仕上げを施すこと。 

（５）使用済のシーツ及び枕カバー等の回収は当施設職員の立会いのもと行うこと。 

（６）シーツ等は洗濯済みの破損していないものを納品するとともに使用済みのものを回収することと 

   する。 

（７）寝具類及びシーツ等は医療機関に供しているものと共用してはならない。 

 

８．施設概要 

エオの森研修センター   定員１６２名 

（１）ベッド用シーツ使用客室 定員 ２０名 

 

 

 

 

 

 

 

部屋タイプ 室数 定員 

洋室Ａ １室 （１室/２名） 

洋室Ｂ ６室 （１室/１名） 

洋室Ｃ ６室 （１室/２名） 



(２）平シーツ・掛けカバー仕様客室  定員１４２名 

部屋タイプ 室数 定員 

和室Ａ ３室 （１室/６名） 

和室Ｂ ４室 （１室/６名） 

和室大 ５室 （１室/１０名） 

洋室大 ５室 （１室/１０名） 

 

（３）予定数量 予定数量については別表３のとおりとする。 

        なお予定数量は実績に基づく予定数量であり、契約期間中の発注数量を保証するもの 

        ではない。 

（４）納入場所 

   納入場所は別図１（研修センター見取り図）のとおりとする。 

 

９．搬入・搬出 

（１）シーツ類の搬出の方法は、利用者が使用したシーツ等を回収する際に使用するワゴンを受注者が 

   用意、リネン室に配置しておくことにより搬出する。 

（２）医療機関の搬入・搬出物と同一の運搬車両で同時積載、搬入・搬出してはならない。 

（３）受注者は、寝具類及びリネン等を搬入する都度、品目毎に納品数量を記載した納品書を発注者 

   に提出するものとする。 

（４）発注者の敷地内での車両運行に際して、受注者は徐行運転を行い安全運転に努めること。 

（５）受注者は、寝具類及びリネンの搬入及び搬出を円滑にするために、必要とする人員、機具等を 

   配置すること。 

（６）リネンの回収・納品は概ね 1 週間に 1 回行い、繁忙期、閑散期においては別途指示すること 

   とする。 

 

１０．経費の負担について 

   本業務にかかる寝具類及びシーツ等の搬入・搬出及び洗濯、交換、補修、殺菌・乾燥に要する経

費は、受注者の負担とする。 

 

１１．請求金額の計算について 

   毎月末、納品書等により使用数を集計し、発注者の確認を受けるものとする。請求金額は、当該 

   月に使用した数量に契約単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加えた金額とする。 

 

１２．交換、補修等 

 （１）色あせ、劣化を発見した場合は、受注者は新しいものと交換すること。 

 （２）破損が生じた場合は、発注者に報告の上、その指示に従い、補修を行うこと。 

 （３）発注者は、清潔度で不適切な点を発見した時及び利用者が誤って汚損した場合、その旨を受注 

    者に通知することとし、受注者は速やかに修理、洗濯するとともに代替品の在庫を補充納入す 

    ること。 

 （４）交換とは、寝具類の洗濯をすることであり、破損等を発見した場合は補修を行い、その旨を報 

    告すること。 

 



１３．その他 

 （１）入札により受注者が変更となる場合は、 

①現受注者は契約期間満了日までに各業務について新規受注者に業務の引継ぎを行うこと。 

②上記引継ぎ完了後は、新規受注者は発注者に書面（様式問わず）で報告しなければならない。 

 （２）発注者が借入中の物品において、利用者による使用上の一般的な損害及び火災、天災その他不 

    可抗力による滅失、毀損等について、発注者はその責を負わないものとする。 

 （３）受注者は、本件業務を実施するときは、当施設の活動に支障のないよう細心の注意をもって作 

    業を行うとともに、利用者に対しては常に誠意をもって親切な態度で対応するものとする。 

（４）クリーニング業法（昭和 25 年法律第 207 号）その他関係法令を遵守すること。 

（５）本仕様書は、業務の大要を示すのものであり、記載のない事項であっても現場の状況に応じ、 

    必要と認められる業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 

（６）その他本仕様書に記載のない事項が発生した場合は、受注者、発注者双方協議のうえ、決定す 

   るものとする。 



別表１

寝具類

品名 仕様 サイズ（㎝） 数量

【洋室用】

ベッドカバー 形状：カセット式　ボックス仕立て １０１×１８５×３８

<防炎認定ラベル付> 表地：難燃性ダウンプルーフプリント地

裏地：難燃性ダウンプルーフ無地

中材：難燃性キルト綿 ８０ｇ/㎡

加工：全面多針ダイヤキルト 

羽毛ヌード布団 側地：難燃性ダウンプルーフ無地 １０６×１９０

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃羽毛 ダウン７０％　０.７６㎏以上

ベッドパット 側地：難燃性ブロード １００×２００

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性キルト綿 ３５０ｇ/㎡

枕 側地：難燃性ブロード白無地 ４３×６３

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性ポリプロピレンパイプ ３９０ｇ

　　　　難燃性合繊綿 ５００ｇ

【和室用】

合掛布団 表地：難燃性ダウンプルーフプリント地 １４０×２００

<防炎認定ラベル付> 裏地：難燃性ダウンプルーフ無地

中材：難燃性合繊綿 ２.３㎏

　　　　（アクリル系５０％ エステル綿５０％）

肌掛布団（夏用） 表地：難燃性ダウンプルーフプリント地 １４０×２００

<防炎認定ラベル付> 裏地：難燃性ダウンプルーフ無地

中材：難燃性合繊綿 １.１㎏

　　　　（アクリル系５０％ エステル綿５０％）

敷布団 側地：難燃性ダウンプルーフプリント地 １００×２００

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性合繊綿 ５.０㎏

　　　　（アクリル系５０％ 綿５０％）

加工：和綴じ仕立て（生地継ぎ無し）

枕 側地：難燃性ブロード白無地 ４３×６３

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性ポリプロピレンパイプ ３９０ｇ

　　　　難燃性合繊綿 ５００ｇ

座布団カバー 加工：四隅房付き　ファスナー付き ５５×５９ 120枚

座布団ヌード中芯 中材：混綿 １.１㎏ ５５×５９ 120枚

●契約期間中１年に１回合計４回　上記寝具枕以外の殺菌乾燥を実施する。

●掛布団の交換　 　５月下旬頃　合掛布団→肌掛布団に交換し、合掛布団は引取り保管する。

　　 １０月初旬頃　肌掛布団→合掛布団に交換し、肌掛布団は引取り保管する。

２１枚

21枚

21個

21枚

153枚

153個

153枚

153枚



別表２

リネン類

品　　名 色 素　　材 サ　イ　ズ（ｃｍ） 定 員 数

ベッド用シーツ 白 綿 １８０×３００ ２０

平シーツ 白 綿 １６０×２５０ １４２

掛けカバー 白 綿 １４５×２１０ １４２

枕カバー 白 綿 ５０×９０ １６２

浴衣 ガラ 綿 フリー １６２

バスタオル 白以外 綿 約６０×約１４０　　１０００匁 １６２

フェイスタオル 白以外 綿 約３０×約８０　　　２２０匁 １６２

バスマット 白以外 綿 約４０×約６０　　　７５０匁 １６２

スリーピングシーツ 白 綿 袋タイプ　（１３０×２００） １２０

座布団カバー 紺/赤 綿 ５５×５９ １２０



別表３

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

ベッド用シーツ 540 960 680 450 1,560 680 840 680 390 440 280 340 7,840

平シーツ 370 500 640 320 480 580 400 660 430 190 340 320 5,230

掛カバー 630 1,140 680 520 1,660 920 1,240 710 440 750 330 340 9,360

枕カバー 780 1,200 1,020 690 2,010 1,470 1,590 1,020 720 810 540 570 12,420

浴衣 50 138 166 247 80 145 91 50 130 40 90 60 1,287

バスタオル 340 411 598 201 401 842 888 4,570 365 379 378 264 9,637

フェイスタオル 265 391 599 116 287 766 779 432 320 320 299 210 4,784

バスマット 140 168 229 56 183 182 186 242 113 110 118 108 1,835

スリーピングシーツ 0 0 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 150

座布団カバー 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 120

品　目
予定数量





（様式１） 

入 札 書 

     年   月   日 

 

 

公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会  

理事長 伊東 茂治 様 

 

所 在 地  

商号または名称 

インボイス番号 

代 表 者             ㊞ 

        （代理人名                 ㊞） 

下記のとおり入札します。 

 

 

記 

 

１．入札件名  ： 令和 6～9 年度エオの森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約） 

 

２．入札金額  ： 金 額                   円也（税抜き） 

             （※）契約項目単価内訳書の合計金額を記入すること。 

３．入札保証金 ： 免 除 

 

 



１．寝具等リース料

単価 日数 予定金額

税抜き ４８か月 税抜き

ベッドカバー

羽毛ヌード布団

ベッドパット

枕

合掛布団

肌掛布団（夏用）

敷布団

枕

座布団カバー

座布団ヌード中芯

円

２．リネンサプライ

単価 予定金額

税抜き 税抜き

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

※（２）

（※１）入札書と契約項目単価内訳書は、必ずセットで作成すること。

（※２）（※２）に記入した額を、入札書の「２．入札金額」の金額欄に記入すること。

円

1461日

円

円

予定数量

４８か月分

31,360枚

120組

和室用寝具一式

座布団一式

契約項目

小計①

契約項目

21組

153組

スリーピングシーツ 600枚

1461日

洋室用寝具一式

円

49,680枚

5,148枚

38,548枚

19,136枚

契約項目単価内訳書（※１）

円

ベッド用シーツ

1461日円

枕カバー

7,340枚

数量

合計（小計①+②）　税抜き

バスマット

480枚座布団カバー

20,920枚

37,440枚

フェイスタオル

小計②

平シーツ

掛けカバー

バスタオル

浴衣

円



（様式２） 

 

委 任 状 

 

        

今般都合により                             を 

 

代理人と定め、公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会が執行する次の契約につ 

 

いて下記の権限を委任します。 

 

契約件名 ： 令和 6～9 年度エオの森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約） 

 

記 

 

 

１．入札及び見積りに関する一切の権限 

 

 

    年    月    日 

               

 

 

所 在 地  

 

商号または名称 

 

代 表 者             ㊞ 

      

 

公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会 

 理事長 伊 東 茂 治 様 

 

受任者 

使用印     

   



契 約 書 （案） 

 

１．契 約 名  令和６～９年度エオの森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約） 

２．履行場所  兵庫県三木市別所町高木三木ホースランドパーク 

          三木ホースランドパーク エオの森研修センター 

 

公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会（以下「甲」という。）と、                     

（以下「乙」という。）とは、次の条項によりエオの森の寝具等リース及びリネンサプライ業務契約を締結する。 

 

第１条 （契約の目的） 

乙は、乙の所有する別紙記載の物品（以下「本件物品」という。）を甲に賃貸し、甲はこれを借り受け

る。 

第２条  （契約期間） 

      契約期間は、令和６年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。 

第３条  （仕様、品質） 

 本件物品の仕様・品質は別紙記載のとおりとする。 

第４条  （数量） 

（１） 本件物品の数量は、別紙記載のとおりとする。ただし、別紙に数量の定めがない場合は、甲乙協議の

うえで別途定める 

（２） 前項の数量が変更となった場合は、変更となった部分についても本契約を適用するものとする。 

第５条  （賃貸借料） 

（１） 本件物品の賃貸借料は、別紙記載のとおりとする。ただし、取引に係る消費税及び地方消費税（以下

「消費税等」という。）に相当する額は含まないものとする。 

なお、消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率を適用するものとする。 

（２） 次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約期間中であっても、甲乙協議のうえで前項の賃貸借

料を変更することができる。 



① 消費税等に関する法令その他本契約に関連する法令の制定若しくは改廃又は経済事情の急激な

変更その他事情の変更により当該賃貸借料によることが著しく不合理であると認められる場合 

② 商品の変更、集配業務の増便、その他本契約の内容に変更があった場合 

第６条（請求） 

     乙は、甲に対して、別紙記載の請求締切日に締め切り、別紙記載の計算方法に基づき算出した賃貸

借料（消費税等に相当する額を含まないときは消費税等に相当する額を加算した額）の合計金額を

請求するものとする。 

第７条（支払い） 

      甲は、乙に対して、別紙記載の支払日（金融機関の休業日の場合は翌営業日）までに、乙指定の金

融機関口座に振り込む方法により、前条の請求金額を支払う。 

第８条（権利義務の譲渡の禁止） 

乙は、この契約によって生じる権利または義務の一部もしくは全てを第三者に譲渡し、または継承さ

せてはならない。 

第９条（契約の解除） 

（１） 甲または乙がこの契約を解除するときは、その六ヶ月前までに相手方に対し書面にて通知を行うもの

とする。 

（２） 甲が施設の売却または廃業など、甲の事由により本契約を解除する場合は、その解除日より本契約期

間満了日までにおける賃借料について、甲乙協議の上解決するものとする。 

（３） 乙の事由または、乙の契約不履行により解除となった場合、解除日以降の賃貸料金などの請求はしな

いこととする。 

第１０条 （契約の継承） 

甲が施設の営業権を譲渡または施設の売却を行う場合、甲は施設の新事業主が本契約を継承するよ

う努めることとする。 

第１１条（秘密保持等） 

  （１） 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密情報（甲乙間の取引内容を

含む。）並びに個人情報を、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の履行以外の目的に利用して    



はならない。 

   （２） 前項の規定は、本契約の終了後も、その効力を有する。 

第１２条（暴力団等反社会的勢力の排除） 

（１） 甲および乙は、自己が反社会的勢力（「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針（平成１９

年６月１９日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済

的利益を追求する集団または個人である旨定められている「反社会的勢力」をいう。以下同じ。）でない

ことを表明し、現在及び将来において次の事項を保証する。 

① 役員等（役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上

の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含む。）に、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景

として同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行うおそれがある者（以下「暴力団関係者」という。）

がいないこと。 

② 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者（以下これら三者を「暴力団等」と総称する。）が経営に関与してい

ないこと。 

③ 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など便益を受けていないこと。 

④ 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給など便益を供与していないこと。 

⑤ 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を一切有していないこと。 

（２）  甲および乙は、相手方につき前項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に

関する報告を求めることができ、当該報告を求められた者は、当該報告を求めた者の指定する期間内

に、報告書を提出しなければならない。 

（３） 甲および乙は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、即時この契約を解除し、解除によって生じた損害

の賠償を相手方に請求することができる。 

① 相手方が第 1項の保証に反し、又は反すると疑うに足りる相当の理由があるとき。 

② 相手方が前項の規定に反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。 



第１３条 （協議） 

この契約書に定めの無い事項及びこの契約について疑義を生じた場合、甲乙協議の上定めるものと

する。 

 本契約締結の証として本契約書 2 通を作成し、甲乙それぞれが記名押印の上、各１通を保有するものとす

る。 

 

令和   年    月    日 

 

 

 （賃 借 人）甲   

 

 

 （賃 貸 人）乙   

 

 

 

 

 

 



別紙

■仕様・数量・賃借料・条件等

【洋室用】

品名 仕様 サイズ（㎝） 数量

ベッドカバー 形状：カセット式　ボックス仕立て

<防炎認定ラベル付> 表地：難燃性ダウンプルーフプリント地

裏地：難燃性ダウンプルーフ無地

中材：難燃性キルト綿 ８０ｇ/㎡

加工：全面多針ダイヤキルト 

羽毛ヌード布団 側地：難燃性ダウンプルーフ無地

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃羽毛 ダウン７０％　０.７６㎏以上

ベッドパット 側地：難燃性ブロード

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性キルト綿 ３５０ｇ/㎡

枕 側地：難燃性ブロード白無地

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性ポリプロピレンパイプ ３９０ｇ

　　　　難燃性合繊綿 ５００ｇ

賃借料

条件

【和室用】

品名 仕様 サイズ（㎝） 数量

合掛布団 表地：難燃性ダウンプルーフプリント地

<防炎認定ラベル付> 裏地：難燃性ダウンプルーフ無地

中材：難燃性合繊綿 ２.３㎏

　　　　（アクリル系５０％ エステル綿５０％）

肌掛布団（夏用） 表地：難燃性ダウンプルーフプリント地

<防炎認定ラベル付> 裏地：難燃性ダウンプルーフ無地

中材：難燃性合繊綿 １.１㎏

　　　　（アクリル系５０％ エステル綿５０％）

敷布団 側地：難燃性ダウンプルーフプリント地

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性合繊綿 ５.０㎏

　　　　（アクリル系５０％ 綿５０％）

加工：和綴じ仕立て（生地継ぎ無し）

枕 側地：難燃性ブロード白無地

<防炎認定ラベル付> 中材：難燃性ポリプロピレンパイプ ３９０ｇ

　　　　難燃性合繊綿 ５００ｇ

賃借料

【座布団】

品名 仕様 サイズ（㎝） 数量

座布団カバー 加工：四隅房付き　ファスナー付き ５５×５９ 120枚

座布団ヌード中芯 中材：混綿 １.１㎏ ５５×５９ 120枚

賃借料

条件

21枚１０１×１８５×３８

１０６×１９０ 21枚

１００×２００ 21枚

４３×６３ 21個

1組日額　　　　　　　　円（消費税等別）

ベッドスプレッド、羽毛中芯、ベッドパット、半パイプ枕に関しては、納入後1年毎（期間
中3回）に乾燥を行うこととする。

1組日額　　　　　　　　円（消費税等別）

掛布団、肌掛布団、敷布団、半パイプ枕に関しては、納入後1年毎（期間中3回）に乾
燥を行うこととする。

１４０×２００

４３×６３

１００×２００

１４０×２００

条件

1組日額　　　　　　　　円（消費税等別）

座布団に関しては、納入後1年毎（期間中3回）に乾燥を行うこととする。

153枚

153個

153枚

153枚

掛布団、肌掛布団に関しては、6月、10月を目途に交換を行い、その間使用しない商
品においては、乙にて保管することとする。



別紙

品　　名 色 素　　材 サ　イ　ズ（ｃｍ）
賃貸借料
（1枚単価）

ベッド用シーツ 白 綿 １８０×３００ 円

平シーツ 白 綿 １６０×２５０ 円

掛けカバー 白 綿 １４５×２１０ 円

枕カバー 白 綿 ５０×９０ 円

浴衣 ガラ 綿 フリー 円

バスタオル 白以外 綿 約６０×約１４０　　１０００匁 円

フェイスタオル 白以外 綿 約３０×約８０　　　２２０匁 円

バスマット 白以外 綿 約４０×約６０　　　７５０匁 円

スリーピングシーツ 白 綿 袋タイプ　（１３０×２００） 円

座布団カバー 紺/赤 綿 ５５×５９ 円

■締切日及び支払い日

■計算方法

１．寝具等リース料

【洋室】

１か月の賃貸借料 ＝

【和室】

１か月の賃貸借料 ＝

【座布団】

１か月の賃貸借料 ＝

２．リネンサプライ

１か月の賃貸借料 ＝ 各リネンの単価×当月納入数量

（消費税等別）

請求締切日 毎月末日

支払い日 請求書を受け取った日から３０日以内

振込手数料 甲負担

1組日額×数量×当月日数

1組日額×数量×当月日数

1組日額×数量×当月日数



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

書類名 部数
応募者
確認欄

受付者
確認欄

1 入札書等

入札書類提出一覧表（本表） 1

入札書
様式１及び契約
項目単価一覧表

1

委任状（入札参加者が代理人の場合に必要） 様式２ 1

代理人の名刺 1

2 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類

① 契約実績に関する書類
契約書・仕様書
等の写し

1

② 会社の概要を示す資料 自由書式 1

③ 入札参加資格を証明できる書類※ 1

※書類があることを確認して、応募者確認欄にチェックしてください。

令和　  年　　月　　日

令和６～９年度　エオの森寝具等リース及びリネンサプライ業務（単価契約）

入札書類提出一覧表

※③について、令和5～7年度の兵庫県物品関係入札参加資格又は兵庫県内の市町における令和5年度の
  入札参加資格を証明できる書類（写し）を提出してください。

印


